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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ろ材が充填されているろ材層に原水を通過させ濁質をろ過する移床式ろ過装置の上部に
設置され、前記移床式ろ過装置に設置されているエアリフトポンプから排出された濁質と
ろ材との混合物を洗浄し、洗浄により分離された前記濁質を含む汚水を外部に排出すると
共に洗浄された前記ろ材を前記ろ材層に戻す移床式ろ過装置のろ材洗浄器において、
前記エアリフトポンプから排出された濁質とろ材との混合物を貯留し順次一定量排出する
スリットを有する滞留部と、前記混合物を下部から導入され上部に向かう前記移床式ろ過
装置の処理水等と接触させ洗浄する洗浄部と、前記滞留部と前記洗浄部を連結する滑走部
と、洗浄により分離された前記濁質を含む汚水を移送する分離移送部と、前記分離移送部
から移送された前記汚水を前記移床式ろ過装置の外部に排出するための排出部とを備え、
前記洗浄部は、前記洗浄部の全幅の１／２以下の邪魔板を少なくとも１枚有し、前記洗浄
部の上端から最上部の前記邪魔板までが１００乃至３００ｍｍの距離にあり、且つ前記最
上部の邪魔板が滑走部側に設置されていることを特徴とする移床式ろ過装置のろ材洗浄器
。
【請求項２】
　前記洗浄部における前記処理水等の上昇流速が５０乃至１００ｍ／ｈであることを特徴
とする請求項１に記載の移床式ろ過装置のろ材洗浄器。
【請求項３】
　前記分離移送部における前記汚水の上昇流速が２００乃至２６０ｍ／ｈであることを特
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徴とする請求項１又は２に記載の移床式ろ過装置のろ材洗浄器。
【請求項４】
　前記排出部の上部に前記移床式ろ過装置の処理水等を導入するための導水部を設置した
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の移床式ろ過装置のろ材洗浄器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移床式ろ過装置の上部に設置され、エアリフトポンプから排出された濁質と
ろ材との混合物を移床式ろ過装置の処理水等で洗浄する移床式ろ過装置のろ材洗浄器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　水処理設備のろ過装置として連続的にろ過を行う移床式ろ過装置は、下記特許文献１に
開示されている。この移床式ろ過装置は、図１１に示す通り、移床式ろ過装置１００の内
部のろ材が充填されているろ材層１０１に、原水を流してろ過処理するものである。即ち
、ろ材が上部から下部へ緩やかに移動する中を原水が移動することで、原水中の濁質がろ
材でろ過され、移床式ろ過装置１００の下部に混在した濁質とろ材は、移床式ろ過装置１
００に設置されたエアリフトポンプ１０２の下端の入口１０５から内部に吸引されて上部
まで運ばれ、移床式ろ過装置１００の上部に設置されているろ材洗浄器１０３に投入され
、洗浄されたろ材のみがろ材層１０１に戻され、濁質を含んだ汚水は排水として移床式ろ
過装置１００の外部に排出される。
【０００３】
　濁質とろ材との混合物を洗浄するろ材洗浄器１０３は、移床式ろ過装置１００の上部に
設置されているが、移床式ろ過装置１００の水位より低い水位となるように一定の水位差
が設けられている。この水位差によりろ材洗浄器１０３の下部から導入された移床式ろ過
装置１００の上部の処理水等は、図１２に示すように、ろ材洗浄器１０３の内部を洗浄水
の上昇流となって上昇する。一方濁質とろ材との混合物はエアリフトポンプ１０２内で激
しく攪拌され、ろ材から濁質が剥離された状態となって、ろ材洗浄器１０３に投入される
。ろ材洗浄器１０３に投入され沈降していく濁質とろ材との混合物は、洗浄部１０６で洗
浄水の上昇流と向流接触することで濁質を含んだ汚水のみが上昇分離し、排出口１０７か
ら移床式ろ過装置の外部へ排水として排出され、洗浄されたろ材は、ろ材洗浄器１０３の
下部からろ材層に戻される。
【０００４】
　このろ材洗浄器１０３で、濁質とろ材との混合物を洗浄する場合、洗浄水の上昇流の流
速を一定に保ち、且つ混合物中のろ材と上昇流を確実に接触させることが重要となる。し
かしながら、移床式ろ過装置１００の下部から濁質とろ材との混合物の運搬にエアリフト
ポンプ１０２を使用した場合、ろ材洗浄器１０３への濁質とろ材との混合物の投入は激し
く脈動した状態となる。即ち、ろ材洗浄器１０３に、上部から間欠的に混合物が投入され
、ろ材が塊となってろ材洗浄器１０３を落下するため、上昇流の流速が大きく変動し、洗
浄効率が大きく低下することになる。更に、上昇流の流速が上昇したとき、ろ材が汚水に
混入し排水として流出する割合が高くなるとの不具合点があった。
【０００５】
　下記特許文献２には、上記不具合点を解決する為に、上昇流の通過部分に複数のラビリ
ンスを設けることが提案されている。しかし下部のラビリンスで分離された濁質が直上の
ラビリンスに移動しても上部から落下してくるろ材に巻き込まれて再び落下することが起
る。更にラビリンスにより上昇流が一定速度で上昇できず濁質の除去効率が必ずしも高く
なく、洗浄効率を上げる解決策とはなり得ていなかった。
【０００６】
　また、移床式ろ過装置の水位とろ材洗浄器の水位の差が大きくなれば、上昇流が大きく
なる。先に示した下記特許文献１のような上向流移床式ろ過装置の場合、処理水管が閉塞
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した場合にはろ過装置の水位が上昇し、ろ過装置外部にろ材が流出する不具合があった。
【０００７】
　別の視点では、上記洗浄部１０６の向流接触部分において、洗浄部内全体に亘る鉛直方
向の大旋回流がしばしば発生する。この際、大旋回流の上向流部分においては上昇流が大
きくなるため、ろ材が移床式ろ過装置の外部に流出してしまう不具合があった。
【０００８】
　更に、ろ材洗浄器は、移床式ろ過装置の上部の処理水等を洗浄水として使用して洗浄す
るので、洗浄効率を高めるためには多量の洗浄水が必要となり、ろ過効率が悪化する不具
合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実公３０４２２４２
【特許文献２】特開２００３－２６５９０６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上述の不具合点を解決するためになされたものであって、その目的とするとこ
ろは、エアリフトポンプから排出された濁質とろ材との混合物を移動床式ろ過装置の処理
水等で洗浄する場合、混合物の脈動を抑えることができ、かつ、ろ材の洗浄効率を上げる
ことのできる移床式ろ過装置のろ材洗浄器を提供することである。
【００１１】
　更に、混合物の洗浄時にろ材の流出を少なくすると共に、洗浄水の使用量を少なくし、
ろ過効率の良い移床式ろ過装置のろ材洗浄器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の請求項１に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、ろ
材が充填されているろ材層に原水を通過させ濁質をろ過する移床式ろ過装置の上部に設置
され、前記移床式ろ過装置に設置されているエアリフトポンプから排出された濁質とろ材
との混合物を洗浄し、洗浄により分離された前記濁質を含む汚水を外部に排出すると共に
洗浄された前記ろ材を前記ろ材層に戻す移床式ろ過装置のろ材洗浄器において、
前記エアリフトポンプから排出された濁質とろ材との混合物を貯留し順次一定量排出する
スリットを有する滞留部と、前記混合物を下部から導入され上部に向かう前記移床式ろ過
装置の処理水等と接触させ洗浄する洗浄部と、前記滞留部と前記洗浄部を連結する滑走部
と、洗浄により分離された前記濁質を含む汚水を移送する分離移送部と、前記分離移送部
から移送された前記汚水を前記移床式ろ過装置の外部に排出するための排出部とを備え、
前記洗浄部は、前記洗浄部の全幅の１／２以下の邪魔板を少なくとも１枚有し、前記洗浄
部の上端から最上部の前記邪魔板までが１００乃至３００ｍｍの距離にあり、且つ前記最
上部の邪魔板が滑走部側に設置されていることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明の請求項２に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、請求項１に記載の移床
式ろ過装置のろ材洗浄器において、前記洗浄部における前記処理水等の上昇流速が５０乃
至１００ｍ／ｈであることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明の請求項３に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、請求項１又は２に記載
の移床式ろ過装置のろ材洗浄器において、前記分離移送部における前記汚水の上昇流速が
２００乃至２６０ｍ／ｈであることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、本発明の請求項４に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、請求項１乃至３のいず
れかに記載の移床式ろ過装置のろ材洗浄器において、前記排出部の上部に前記移床式ろ過
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装置の処理水等を導入するための導水部を設置したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　上記構成を備えた本発明の請求項１に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、エアリフト
ポンプから排出された濁質とろ材との混合物がスリットを有する滞留部に貯留され、順次
一定量が滑走部を経由して洗浄部に排出されるので、滞留部において貯留された濁質とろ
材との混合物を順次分散して次工程に排出させることができ、また、洗浄部においてエア
リフトポンプの脈動の影響を軽減し、移床式ろ過装置の処理水等の上昇流速を一定に保つ
ことができるので、混合物と上昇流とを確実に向流接触させ、ろ材の洗浄効率を上げるこ
とができる。
【００１８】
　更に、請求項１に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、洗浄部に、洗浄部の全幅の１／
２以下の邪魔板が少なくとも１枚形成されていて、洗浄部の上端から最上部の邪魔板まで
が１００乃至３００ｍｍの距離にあり、且つ前記最上部の邪魔板が滑走部側に設置されて
いるので、濁質とろ材とを効率良く分離することができる。また、従来の洗浄部のように
邪魔板がない場合には、洗浄部内の上昇流が乱流状態となり局所的に上昇流速が速くなり
、これが洗浄部の長辺に平行かつ鉛直方向の大旋回流となってろ材の流出の原因となる不
具合があったが、邪魔板を設置することにより邪魔板上部に邪魔板と直行する方向の小旋
回流が形成され、前記大旋回流の発生を妨げるので、ろ材の流出を抑制することができる
。
【００１９】
　更に、請求項２に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、洗浄部における洗浄水の上昇流
速を５０乃至１００ｍ／ｈに設定しているので、洗浄部におけるろ材の流失量を最小にし
て、最大の洗浄効率を確保することができる。
【００２０】
　更に、請求項３に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、分離移送部における汚水の上昇
流速を２００乃至２６０ｍ／ｈに設定しているので、分離移送部でのろ材の流失量を最小
にして、最大の洗浄効率を確保することができる。
【００２１】
　更に、請求項４に係る移床式ろ過装置のろ材洗浄器は、汚水の排出部の上部に導水部が
設置されているので、洗浄部と移床式ろ過装置との水位差が一定の範囲を超えた場合には
、洗浄部の上部に移床式ろ過装置の処理水等が導入され水位差が一定の範囲に維持される
ので、洗浄水の上昇流速が速くなるのを防止し、ろ材が多量に流失するのを防止すること
ができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るろ材洗浄器が装着されている移床式ろ過装置の概略説明図
【図２】本発明に係るろ材洗浄器の概略説明図で、（１）は上から見た概略図、（２）は
横から見た概略図
【図３】本発明の別の実施形態に係るろ材洗浄器の概略説明図で、（１）は上から見た概
略図、（２）は横から見た概略図
【図４】図２（２）の破線部の拡大で、滞留部のスリット幅についての説明図
【図５】洗浄部に邪魔板を設置、または設置しない場合における（１）洗浄部内部での混
合物の流れについての説明図、（２）邪魔板の設置位置または設置しないときの濁質の除
去効率及び流失ろ材との関係を示すグラフ
【図６】邪魔板を設置するときの洗浄部上端からの距離と邪魔板の幅についての説明図
【図７】洗浄部に邪魔板を設置したときの洗浄部上端から最上部邪魔板までの長さと濁質
の除去効率及び流失ろ材との関係を示すグラフ
【図８】洗浄部に邪魔板を設置する枚数と混合物の流れについての説明図、
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【図９】洗浄部流速と濁質の除去効率及び流失ろ材との関係を示すグラフ
【図１０】分離移送部流速と濁質の除去効率及び流失ろ材との関係を示すグラフ
【図１１】移床式ろ過装置の概略説明図
【図１２】従来例のろ材洗浄器の概略説明図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に図面を参照して、この発明の実施の形態を例示して説明する。ただし、この発明
の範囲は、特に限定的記載がない限り、この実施の形態に記載されている内容に限定する
趣旨のものではない。
【００２４】
　図１は、本発明に係るろ材洗浄器が装着されている移床式ろ過装置の概略説明図であり
、図２、図３は、本発明の実施形態に係るろ材洗浄器の概略説明図であり、（１）は上か
ら見た説明図であり、（２）は横から見た説明図である。
【００２５】
　本発明に係るろ材洗浄器１は、移床式ろ過装置１００の上部に設置される。本発明の実
施の形態の移床式ろ過装置１００は、図１に示す通り、内部のろ材が充填されているろ材
層１０１に、原水を上向きに流してろ過処理する上向移床式ろ過装置１００を用いている
。しかし、本発明に係る移床式ろ過装置は、上向移床式ろ過装置１００に限定されるもの
ではなく、原水をろ材層に対し横向きに流しろ過処理する横流移床式ろ過装置も含まれる
ことは言うまでもない。移床式ろ過装置１００は、ろ材が上部から下部へ緩やかに移動す
る中を原水が下から上に移動することで、原水中の濁質がろ材でろ過され、移床式ろ過装
置１００の下部に混在した濁質とろ材は、内部に設置されたエアリフトポンプ６０の下端
の入口１０５から内部に吸引されて上部まで運ばれ、移床式ろ過装置１００の上部に設置
されているろ材洗浄器１に投入され、ろ材洗浄器１にて洗浄されたろ材のみがろ材洗浄器
１よりろ材層１０１に戻され、濁質を含んだ汚水は排水として移床式ろ過装置１００の外
部に排出されるようになっている。
【００２６】
　ろ材洗浄器１は、図２、図３に示す通り、滞留部１０と、洗浄部２０と、滑走部３０と
、分離移送部４０と、排出部５０とを備えている。ろ材洗浄器１の外形は、図２に示す角
型でも、また図３に示す円筒形でも、それ以外のどのような他の形状であっても良い。
【００２７】
　滞留部１０は、ろ材洗浄器１の上部で、エアリフトポンプ接続口６１の位置に配設され
ている。底面１２は傾斜面になっていて、中央にスリット１３が形成されている。このス
リット１３は、エアリフトポンプ接続口６１から排出されてくる濁質とろ材との混合物の
量に合わせて後述する滑走部３０に排出する混合物の落下速度を調整できるようにスリッ
ト幅ｃが可変となっていて、図４に示す幅ｃは、３～１０ｍｍが好適であり、更には、５
～８ｍｍがより好適である。
【００２８】
　この滞留部１０は、エアリフトポンプ接続口６１から間欠に排出された濁質とろ材との
混合物を受け止め一時貯留するので、エアリフトポンプ６０の脈動を緩和できるようにな
っている。更に、底面１２にスリット１３が形成されているので、後述する洗浄部２０へ
の混合物の落下速度を平均化すると共に、混合物を洗浄部２０の全幅一杯まで拡散するこ
とができるようになっている。即ち、エアリフトポンプ接続口６１は円筒配管であること
が多く、そのままろ材洗浄器１に投入させると混合物が塊となって洗浄部２０を移動して
いくことになるが、滞留部１０で一時貯留することで、混合物を一定量ずつ分散させて落
下させることができるようになっている。
【００２９】
　滑走部３０は、滞留部１０と後述する洗浄部２０とを連結し、上部の滞水部３１と下部
の滑走路部３２とから構成され、滞留部１０で貯留された混合物を洗浄部２０まで円滑に
移送させることができるように一定長さを有し、底面３３は傾斜面で形成されている。こ
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の底面３３の傾斜面の角度αは、２５～５０度が好適であり、更には３０～４０度がより
好適である。
【００３０】
　滞水部３１が形成されていることで、滞留部１０で減衰されたエアリフトポンプ６０の
脈動の影響を完全に消滅できるようになっている。また、滑走路部３２が一定の長さで形
成されることで、混合物の粒径や形状の影響による滑走速度の違いを利用し、滞留部１０
で分散された混合物の分散を更に進めることができるようになっている。
【００３１】
　洗浄部２０は、滑走部３０からの混合物が流入するように、滑走部３０の下方に配設さ
れ、底部２１からは、移床式ろ過装置の上部の処理水等（上向移床式ろ過装置では処理水
となるが、横流移床式ろ過装置では、滞留水となる。）が水位差により上昇流の洗浄水と
して導入されるようになっている。洗浄部２０の下部には、邪魔板２３が設置されている
。邪魔板２３は少なくとも１枚設置されていれば良く、複数枚設置されている場合の最上
段の邪魔板２３は、図５（１）に示す混合物の流れ、及び（２）に示す邪魔板位置と濁質
除去効率及びろ材流出率との関係より、滑走部側Ａの位置に設置されていることが重要で
あり、図６に示す洗浄部２０の上端２４から最上段の邪魔板２３までの距離ｅは、図７に
示す洗浄部上部から最上部邪魔板までの長さと濁質除去効率及びろ材流出率との関係より
、１００～３００ｍｍが好適であり、更には２００～２５０ｍｍがより好適である。また
、邪魔板２３の幅ｂは、洗浄部の全幅ａの１／２以下であることが好適である。尚、邪魔
板２３が複数枚設置されている場合、２段目は対面側Ｂ、３段目は滑走部側Ａと、交互に
設置されていても、すべてが同一の滑走部側Ａに設置されていても良い。
【００３２】
　邪魔板２３が設置されていると、図８に示すように洗浄部２０が上下に仕切られたよう
になり、安定した小旋回流が発生し、ろ材と濁質との分離を促進すると共に、洗浄部２０
の長辺２２に平行かつ鉛直方向の大旋回流の発生を妨げるので、ろ材の流出を抑制するこ
とができるようになっている。尚、邪魔板２３を複数枚設置した場合、濁質が下部から上
部に移動するのは僅かであるのに対し、洗浄部２０が大きくなり、設備の製作費が上昇す
るとの不利益の方が大きくなるので、通常は邪魔板２３を１枚設置すれば良い。
【００３３】
　洗浄部２０は、滑走部３０から落下した混合物と、底部２１から導入された洗浄水の上
昇流とを向流接触させ、ろ材から分離した濁質を含む汚水を洗浄部２０の上方に配設され
ている後述する分離移送部４０に移送すると共に、濁質が分離した洗浄されたろ材をその
まま落下させて移床式ろ過装置１００のろ材層１０１に戻す機能を有するので、洗浄部２
０内の上昇流の流速の管理が重要であり、図９に示す洗浄部流速と濁質除去効率及びろ材
流出率との関係より、洗浄水の上昇流速は５０～１００ｍ／ｈｒが好適であり、更には６
０～９０ｍ／ｈｒがより好適である
【００３４】
　分離移送部４０は、洗浄部２０の上方に配設され、分離移送部４０の幅ｄは可変となっ
ている。
【００３５】
　分離移送部４０は、洗浄部２０からの濁質を含む汚水を後述する排出部５０に移送する
流路としての機能を有し、更には洗浄部２０より巻き上がってしまったろ材を再び洗浄部
２０に戻す効果もある。汚水に混入している洗浄されたろ材は、可能な限りろ材層１０１
に戻すことが重要であり、分離移送部４０の幅ｄを調整することで、汚水の上昇流を制御
し、洗浄されたろ材の流失を防止できるようなっている。図１０に示す分離移送部流速と
濁質除去効率及びろ材流出率との関係より、分離移送部４０内での汚水の上昇流速は、２
００～２６０ｍ／ｈｒが好適である。
【００３６】
　排出部５０は、分離移送部４０と並列に配設され、その間には堰板５１が設置されてい
る。更に、排出部５０の上方には移床式ろ過装置の処理水等をろ材洗浄器１に上方から導
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入することができる導水路５２が設置されている。尚、導水路５２は、図２等では開口部
を形成しているが、移床式ろ過装置１００との境界５３を低くし、越流により導入できる
ようにしても良い。
【００３７】
　堰板５１が設置されていることで、ろ材洗浄器１内の水位が一定に保たれ、移床式ろ過
装置１００の水位が一定の場合、堰板５１の設置高さにより一定の排水がろ材洗浄器１か
ら排出されるようになっている。更に、導水路５２が設置されていることで、移床式ろ過
装置１００の水位が何らかの原因で上昇した場合、導水路５２よりろ材洗浄器１に上方か
ら移床式ろ過装置１００の処理水等が導入されるので、移床式ろ過装置１００とろ材洗浄
器１との水位差が大きくなるのを防止し、分離移送部４０での汚水の上昇流速を速めるの
を防止し、ろ材が汚水に混入して流失するのを防止することができるようになっている。
【００３８】
　上述の通り、エアリフトポンプ接続口６１から排出された濁質とろ材との混合物は、滞
留部１０と滑走部３０を経由して洗浄部２０に移送されるので、エアリフトポンプ６０の
脈動の影響を受けることなく洗浄部２０で洗浄水の上昇流と向流接触させることが可能と
なり、ろ材の流失を少なくして洗浄効率を上げることが可能となる。
【００３９】
　しかも、洗浄部２０には、全幅の１／２以下の邪魔板が少なくとも１枚滑走部側Ａに配
設されているので、洗浄部２０が上下に仕切られ小旋回流が発生し、ろ材と濁質との分離
を促進すると共に、洗浄部２０の長辺２２に平行かつ鉛直方向の大旋回流の発生を妨げる
ので、洗浄効率を上げると共にろ材の流出を抑制することが可能となる。
【００４０】
　更に、滞留部におけるスリット１３の幅ｃを３～１０ｍｍに設定し、洗浄部における洗
浄水の上昇流速を５０乃至１００ｍ／ｈに設定し、分離移送部における汚水の上昇流速を
２００乃至２６０ｍ／ｈに設定する等により、洗浄効率を上げ単位ろ材当りの洗浄水量を
３０％程度削減することが可能となる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　　ろ材洗浄器
　１０　　　　滞留部
　１２，３３　底面
　１３　　　　スリット
　２０　　　　洗浄部
　２１　　　　底部
　２２　　　　長辺
　２３　　　　邪魔板
　２４　　　　上端
　３０　　　　滑走部
　３１　　　　滞水部
　３２　　　　滑走路部
　４０　　　　分離移送部
　５０　　　　排出部
　５１　　　　堰板
　５２　　　　導水路
　５３　　　　境界
　６０　　　エアリフトポンプ
　６１　　　　エアリフトポンプ接続口
　１００　　　移床式ろ過装置
　１０１　　　ろ材層
　１０５　　　入口
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　Ａ　　　　　滑走部側
　Ｂ　　　　　対面側
　ａ　　　　　洗浄部の全幅
　ｂ　　　　　邪魔板の幅
　ｃ　　　　　スリット　幅
　ｄ　　　　　分離移送部の幅
　ｅ　　　　　洗浄部の上端から最上段の邪魔板までの距離
　α　　　　　滑走部底面の傾斜角
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